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新宿区役所本庁舎・第１分庁舎・第２分庁舎の代表電話は ☎03（3２09）１１１１、新宿区ホームページは ㋭ http://www.city.shinjuku.lg.jp/ です。

イベント・催し等の開催の有無等は事前にご確認を！

イベント・催し等の開催の有無等は事前にご確認を！　また、休館している区施設等もありますので、事前にご確認ください。

子育て住宅の入居者を募集します

募集案内の配布は7月6日㈪～14日㈫

● 礼金・手数料・再契約料は不要
● 入居成約後にエアコン・温水洗浄便座を設置します（住戸の仕様により設

置できない場合もあります）
● 保証方法を「連帯保証人」「保証会社」「敷金（使用料3か月分）」から選択できます

　使用期間は原則5年（使用料は定額）
で、使用期間満了時に要件を満たして
いれば再契約できます。

【募集戸数】5戸
【申込資格】国内在住で、同居する20歳
未満のお子さんを扶養し、世帯の収入
が所得基準内（右表）の方。詳しくは、募
集案内をご覧ください。

【申込み】募集案内に折り込みの申込書
を 郵 送 で 住 宅 課 区 立 住 宅 管 理 係

（〒１６0-8484歌舞伎町１―4―１、本庁
舎7階 ）☎（5273）3787へ。7月１5日 ㈬
までの消印で、１６日㈭までに届いたも
のを受け付けます。
※募集案内は、住宅課、区政情報セン
ター（本庁舎１階）、区役所第１分庁舎１
階受付、特別出張所、中央（大久保3―１
―１）・四谷（内藤町87）・鶴巻（早稲田鶴

巻町52１）図書館で配布します（施設の
休館日を除く）。7月６日㈪からは、新宿
区ホームページからも取り出せます。
※随時受け付けている子育て住宅もあ
ります。詳しくは、お問い合わせくださ
い。

■ 所得基準表 ■
家族数 年間所得金額

2人 227万6,000円～1,206万8,000円

3人 265万6,000円～1,244万8,000円

※所得金額は所得税法上の所得金額をいい、
給与所得控除後または必要経費控除後の前
年中の所得金額です。計算方法は「募集案内」
をご覧ください。
※家族数には申込者本人を含みます。家族数
が4人以上の場合は、1人に付き38万円を加
算してください。

　区内に住む親または子世帯と新たに近居・同居する場合
や、義務教育修了前のお子さんを扶養し同居している子育て
世帯が区内で住み替えをする場合に、かかった費用の一部を
助成します。

多世代近居同居助成

　区内で新たに近居または同居する子
世帯と親世帯のうち引越しする世帯
に、初期費用（引越し代・礼金・仲介手数
料・不動産登記費用）の一部（複数世帯
は20万円、単身世帯は１0万円を限度）
を助成します（既に近居の状態にある
方は、新たに同居する場合のみ対象）。

次世代育成転居助成

　義務教育修了前のお子さんを扶養
し同居している子育て世帯が、区内で
民間賃貸住宅から民間賃貸住宅に住
み替える際の、転居に伴う家賃の上昇
分（月額35,000円を限度・最長2年間）
と、引越し代（１0万円を限度）を助成し
ます。

※いずれも住み替え先の住宅を契約する前に「予約登録申請」が必要です。助成
にはほかにも要件があります。申し込み方法等詳しくは、お問い合わせくださ
い。

【問合せ】住宅課居住支援係（本庁舎7階）☎（5273）35６7へ。

7月1日㈬～10月30日㈮

多世代近居同居助成・
次世代育成転居助成
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図 書 館 の お 知 ら せ

※平成28年度～30年度は朝読書を含みますが、令和元年度は第五次新宿区子ども読書推進計画の作成過程で「朝読書を含まない」としたため、
数値の比較はできません。

目標 対象
平成29年
1月末
実績

平成30年
1月末
実績

平成31年
3月末
実績

令和2年3月末
当初目標値

（更新目標値） 実績値

区立図書館の子どもの延べ利用人
数の増加

（区内在住者対象）

小学生以下 10万7,971人 12万2,267人 14万7,234人 10万2,000人
(16万0,043人） 14万8,719人

中学生 13,478人 14,650人 16,963人 14,500人
(17,912人） 17,998人

高校生等（16～18歳）7,326人 7,926人 8,447人 7,600人
(8,793人） 9,272人

合計 12万8,775人 14万4,843人 17万2,644人 12万4,100人
(18万6,748人） 17万5,989人

区立図書館における子どもの年間
貸出冊数の増加

（区内在住者対象）

小学生以下 39万2,973冊 43万5,518冊 47万549冊 38万4,500冊
(49万5,958冊） 43万3,132冊

中学生 32,814冊 35,841冊 37,698冊 37,500冊
(38,678冊） 37,108冊

高校生等（16～18歳）15,669冊 16,622冊 15,650冊 17,600冊
(17,600冊） 16,506冊

合計 44万1,456冊 48万7,981冊 52万3,897冊 43万9,600冊
(55万2,236冊） 48万6,746冊

区立図書館における団体貸出冊数
の増加 区内の公立・私立の幼稚

園・保育園・子ども園・児
童館・小・中学校等

57,609冊 57,868冊 64,868冊 57,000冊
(69,186冊） 68,330冊

区立図書館における団体貸し出し
の利用率の増加 70.8% 73.3% 73.6% 75.0% 67.9%

区立小・中学校の児童・生徒の不読
者率の減少（1か月間に本を1冊も
読んでいない児童・生徒の割合）

小学生 0.1% 0.1% 0.1% 2%(0.1%以下) ※13.1%

中学生 0.2% 0.2% 0.1% 5%以下(0.1%以下) ※34.9%

子ども読書活動
推進計画
の達成状況

計画では、子どもの読書活動につい
て5つの目標値を定めています（計画
期間は平成28年度～令和元年度）。計
画期間中の目標達成状況は右表のとお
りです。今後は、第五次新宿区子ども読
書活動推進計画（令和2年度～5年度）
に基づき、目標達成に向けて取り組み
ます。

【問合せ】こども図書館☎（33６4）１42１
へ。

区内在住で、下記の私立幼稚園等に通園する満3歳～5歳児がい
る世帯（区外の私立幼稚園等に通園する園児を含む）に、国の幼児
教育・保育の無償化補助額に上乗せして入園料・保育料を補助して
います。

補助の要件・金額等詳しくは、６月下旬に各園で申請書と一緒に配
布する「お知らせ」をご覧ください。新宿区ホームページでもご案内
しています。
※ひとり親世帯等への保育料負担軽減も実施しています。詳しくは、
お問い合わせください。
●対象施設
▶私立幼稚園
▶幼稚園類似施設（東京都が認定した施設のみ）
●補助の主な内容
▶入園料補助金…所得にかかわらず80,000円を限度に交付します。
▶保育料補助金…所得に応じて補助額が異なります。

【申込み】所定の申請書等を7月3日㈮～１7日㈮に学校運営課幼稚園
係（第１分庁舎4階）☎（5273）3１03または特別出張所へお持ちくだ
さい。各園では受け付けできません。

私立幼稚園の
入園料・保育料を

補助しています

　「社会を明るくする運動」は、犯罪や非
行の防止と罪を犯した人たちの立ち直
りについて理解を深め、それぞれの立場
で力を合わせて、犯罪や非行のない明る
い社会を築こうとする全国的な運動で
す。
　区では、同運動新宿区推進委員会を設
置し、保護司会、地区青少年育成委員会
などの区内関係団体・機関等と共に青少
年の健全育成と人間性豊かな地域づく
りを目指した運動を行います。
※新型コロナウイルス感染症の影響で、
強調月間（7月・8月）中に予定されてい
た各種広報活動等は、中止または延期す
る場合があります。

【問合せ】子ども家庭課企画係（本庁舎2
階）☎（5273）42６１へ。

7月・8月は

「社会を明るくする運動」強調期間 
防ごう犯罪と非行　助けよう立ち直り防ごう犯罪と非行　助けよう立ち直り防ごう犯罪と非行　助けよう立ち直り防ごう犯罪と非行　助けよう立ち直り防ごう犯罪と非行　助けよう立ち直り防ごう犯罪と非行　助けよう立ち直り防ごう犯罪と非行　助けよう立ち直り防ごう犯罪と非行　助けよう立ち直り防ごう犯罪と非行　助けよう立ち直り

思いやりの心で育つ　地域の輪思いやりの心で育つ　地域の輪思いやりの心で育つ　地域の輪思いやりの心で育つ　地域の輪思いやりの心で育つ　地域の輪思いやりの心で育つ　地域の輪思いやりの心で育つ　地域の輪思いやりの心で育つ　地域の輪思いやりの心で育つ　地域の輪思いやりの心で育つ　地域の輪

　保護司とは、
保護司法に基
づき、法務大臣
から委嘱され
た非常勤の国家公務員で、犯罪や非行をし
た人の立ち直りを地域で支える民間のボ
ランティアです。
　犯罪や非行をした人の更生を図るため
に、指導・援助・助言を行うとともに、犯罪
や非行を未然に防ぐための活動に更生保
護女性会、更生保護施設などの関係機関や
協力雇用主等と連携して取り組んでいま
す。
　さまざまな職種の方がそれぞれの経験
を生かして保護司として活躍しています。

保護司とは？とは？とは？とは？
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個人情報保護制度
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　区では、情報公開制度・個人情報保護制度により、区民の皆さんの区政への参加の推進と個人情
報保護の適正化に努めています。2つの制度の実施機関である区長・教育委員会・選挙管理委員会・
監査委員・議会の令和元年度（平成3１年4月１日～令和2年3月3１日）の運用状況の概要をお知らせし
ます（実績のない実施機関は、表への掲載を省略しています）。詳しい内容は、新宿区ホームページ
等でご覧いただけます。

【問合せ】区政情報課広報係（本庁舎3階）☎（5273）40６4へ。

情報公開制度情報公開制度

【請求できる情報】実施機関の職員が職務上作成または取得した文書・図画・電磁的記録で、当該実施機関の職員が組
織的に利用するために保有するもの

【請求方法】所定の請求書を各担当課の窓口に提出してください。
令和元年度の公文書公開請求の状況

※請求件数と決定件数には、平成30年度中の請求に対する決定件数を含みます。
★存否応答拒否…請求公文書の存否を明らかにしないで、その請求を拒否すること

実施機関 請求件数 公開の可否決定事件数
公開 部分公開 非公開 不存在 存否応答拒否★ 未決定等

区長（※） 242件 128件 91件 1件 7件 1件 14件
教育委員会 18件 12件 3件 0件 0件 0件 3件
選挙管理委員会 1件 0件 1件 0件 0件 0件 0件
監査委員 1件 0件 0件 0件 1件 0件 0件
議　会 2件 0件 1件 0件 1件 0件 0件
合　計 264件 140件 96件 1件 9件 1件 17件

個人情報保護制度個人情報保護制度

個人情報業務の登録等
　個人情報を取り扱う業務は、業務の目的やどのよ
うな個人情報を記録しているかなどを、個人情報業
務登録簿に登録しています。
　また、電子計算機で検索できるように体系的に構
成した個人情報は、個人情報ファイル簿に登録して
います。これらの登録簿は、業務ごとに各担当課で保
管し、どなたでも閲覧できます。

令和元年度の個人情報業務登録・個人情報ファイル
登録・個人情報を含む業務委託の状況

実施機関 個人情報
業務登録

個人情報
ファイル
登録　　

個人情報を　
含む業務委託

区　長 1,652件 402件 415件

教育委員会 679件 53件 26件
選挙管理
委員会 14件 7件 2件

監査委員 2件 0件 1件

議　会 23件 3件 9件

合　計 2,370件 465件 453件

目的外利用・外部提供・外部電子計算機との結合
　ある業務のために区が収集した個人情報は、その
業務の目的の範囲内でしか利用できません。業務の
目的を超えて利用（目的外利用）できるのは、「本人の
同意を得たとき」「区民の皆さんの福祉の向上を図る
ために適正に業務を行うとき」「法令に定めがあると
き」など一定の場合に限られます。実施機関の保有す
る個人情報を、区の機関以外へ提供すること（外部提
供）も、同様に厳しく制限しています。さらに、個人情
報を処理するため、区の機関以外の電子計算機との
通信回線による結合を行うこと（外部電子計算機と
の結合）も、一定の場合を除いて禁止しています。
令和元年度の目的外利用等の状況

▶�目的外利用の件数は、目的外利用を行う課が属する
実施機関に集計しています。

実施機関 目的外
利用

外部
提供

外部電子計算機
との結合

区　長 31件 62件 61件
教育委員会 1件 3件 5件
選挙管理委員会 1件 0件 0件

合　計 33件 65件 66件
※�請求件数と決定件数には、平成30年度中の請求に対
する決定件数を含みます。

自己情報の開示・訂正等の請求
　実施機関が保有する個人情報について、本人は開
示請求ができます。また、自己の個人情報に明確な誤
りがあれば、訂正請求ができます。
　実施機関が個人情報保護条例に反して個人情報を
利用している場合には、利用停止請求ができます。

【請求ができる方】区が保有している個人情報の本人
であれば、どなたでも請求できます。

【請求方法】所定の請求書を各担当課の窓口に提出し
てください。

令和元年度の自己情報の開示請求の状況

実施機関 請求
件数

開示の可否決定件数

開示 一部
開示 非開示 不存在 存否応答

拒否★
未決
定等

区長（※）147件 86件 26件 0件 32件 0件 3件

教育委員会 2件 2件 0件 0件 0件 0件 0件

合　計 149件 88件 26件 0件 32件 0件 3件

公文書公開請求

▲新宿区の情報公開と
個人情報保護（冊子）

区政情報（公文書）を、いつでも公開請求できる制度です。区政情報（公文書）を、いつでも公開請求できる制度です。

区が保有する個人情報の適正な管理と利用のルールを定めている制度です。区が保有する個人情報の適正な管理と利用のルールを定めている制度です。

▶他の利用者への感染を防ぐため、症状が
ない方もマスクの着用をお願いします。マ
スクを着用していない場合、入館をお断り
する場合があります。
▶会話の際は、なるべく正面を避け、時間を
要するお問い合わせは電話でお願いします。

●感染防止対策をする
▶入館の際に体温測定をします

（下写真）。
▶発熱や風邪、息苦しいなどの
症状がある場合は、来館をお控
えください。

●健康管理をする●３密（密閉・密集・密接）を防ぐ

　区立図書館等は、新型コロナウイルス感染防止のため閉館していましたが、7月
１日㈬から利用を再開します。感染予防のため、職員はマスクを着用して対応する
ほか、館内には飛沫防止スクリーン等を設置します。図書館を安心してご利用いた
だける環境づくりにご理解・ご協力をお願いします。

【問合せ】中央図書館☎（33６4）１42１へ。

▶定期的に館内の消毒と換気を行うため、入館
は原則として１時間ごとの入れ替え制です（利
用時間帯は右表のとおり）。各館の閉館時間は
曜日により異なる場合があります。詳しくは、
新宿区ホームページ等でご確認ください。
※四谷図書館のみ2時間の整理券制で、右表と
利用時間帯が異なります。
▶閲覧席数を減らしてい
ます。席の譲り合いにご協
力ください。
▶人との距離を2m程度保
ってください。

▶来館の前後や、本・
CD・DVDを利用する
前後は、必ず手洗いを
してください。
▶各館内の消毒液をご
利用ください。

利用時間帯

午前
9時～10時
10時30分～11時30分

午後

正午～1時
1時30分～2時30分
3時～4時
4時30分～5時30分（※1）
6時～7時
7時30分～8時30分（※2）
9時～9時45分（※2）

図書館の利用を再開します
来館する皆さんへ　感染予防にご協力を

感染予防策を十分に実施した上で
7月1日㈬7月1日㈬
から

第四次

※1閉館時間が午後6時の日は「午後4時30
分～6時」。
※2中央・角筈・大久保・下落合図書館のみ。
★こども図書館の閉館時間は午後6時。
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